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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
主

に
75
歳
以
上
の
方
が
被
保
険
者
と

な
る
高
齢
者
の
た
め
の
医
療
制
度

で
す
。
こ
の
制
度
で
は
、
高
齢
者

の
医
療
費
の
財
源
に
つ
い
て
、
９

割
を
公
費
（
国
・
県
・
市
町
村
負

担
金
）
と
他
の
医
療
保
険
か
ら
の

支
援
金
（
０
歳
〜
74
歳
ま
で
の
方

の
保
険
料
）
で
賄
い
、
残
り
の
約

１
割
を
被
保
険
者
の
保
険
料
で

賄
っ
て
い
ま
す
。

　
神
奈
川
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
で
は
、
制
度
の
安
定
し
た

財
政
運
営
を
図
る
た
め
、
２
年
ご

と
に
保
険
料
の
見
直
し
を
行
っ
て

い
ま
す
。
今
回
、
平
成
24
・
25
年

度
の
保
険
料
の
見
直
し
を
行
い
、

保
険
料
の
計
算
の
も
と
と
な
る
保

険
料
率
が
変
わ
り
ま
す
。

　
保
険
料
は
、
被
保
険
者
一
人
ず

つ
算
出
し
ま
す
。
被
保
険
者
全
員

が
同
じ
額
を
負
担
す
る
「
均
等
割

額
」
と
被
保
険
者
の
前
年
の
所
得

に
応
じ
て
負
担
す
る「
所
得
割
額
」

を
合
計
し
た
額
に
な
り
ま
す
。

〜
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
〜
　

平
成
24
・
25
年
度
の
保
険
料
率
が
変
わ
り
ま
す

平
成
24
・
25
年
度
の
保
険
料
率
が
変
わ
り
ま
す

保
険
料
の
計
算
の
仕
組
み

　
平
成
24
・
25
年
度
の
保
険
料
率

（
均
等
割
額
、
所
得
割
率
）
は
次

の
と
お
り
で
、
年
間
保
険
料
の
限

度
額
は
、
50
万
円
か
ら
55
万
円
に

変
更
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
神
奈
川
県
内
に
お
い
て

は
、
均
一
の
保
険
料
率
と
な
り
ま

す
。 平

成
24・25
年
度
の
保
険
料
率

　
ま
た
、
保
険
料
の
賦
課
の
も
と

と
な
る
所
得
金
額
が
58
万
円
以
下

（
年
金
収
入
の
み
の
場
合
は
２
１

１
万
円
以
下
）
の
方
は
、
所
得
割

額
が
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

 

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で 

 

あ
っ
た
方
の
軽
減

　
こ
の
制
度
に
加
入
す
る
前
日
に
、

全
国
健
康
保
険
協
会
管
掌
健
康
保

険
・
船
員
保
険
・
健
康
保
険
組
合
・

共
済
組
合
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た

方
は
、
制
度
に
加
入
さ
れ
た
月
か

ら
均
等
割
額
の
み
の
負
担
と
な
り
、

か
つ
均
等
割
額
が
９
割
軽
減
さ
れ

ま
す
。

保
険
証
の
更
新
の
お
知
ら
せ

現
在
、
お
使
い
の
保
険
証（
被
保

険
者
証
）の
有
効
期
限
は
７
月
31

日
で
す
。
８
月
１
日
か
ら
お
使

い
い
た
だ
く
新
し
い
保
険
証
は
、

７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

 

所
得
に
応
じ
た
軽
減

　
同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
す
べ
て

と
世
帯
主
の
前
年
の
総
所
得
金
額

等
を
合
計
し
た
額
が
、
次
の
表
の

基
準
以
下
と
な
る
方
は
、
均
等
割

額
が
世
帯
単
位
で
軽
減
さ
れ
ま
す
。

保
険
料
の
軽
減

　
７
月
中
旬
に
送
付
す
る
「
平
成

24
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

額
決
定
通
知
書
」
で
、
保
険
料
額

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
通
知
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

被
保
険
者
の
方
に
は

平成22～23年度
保険料率等
（A）

平成24～25年度
保険料率等
（Ｂ）

差（ＢーＡ）

均等割額
（年額）

世帯の総所得金額等の基準 軽減割合 軽減される額 軽減後の
均等割額

上記世帯のうち、被保険者全員が年金収入
80万円以下（その他の各種所得なし）の場合

33万円+（24万5千円×当該世帯に属する被保険
者数〈被保険者である世帯主を除く〉）

33万円+（35万円×当該世帯に属する被保険者数）

33万円 8.5割

9割

5割

2割

34,935円

36,990円

20,550円

8,220円

6,164円

4,109円

20,549円

32,879円

所得割率

39,260円

7.42％

41,099円

年間保険料額
平成24・25年度

均等割額 所得割額
（前年の総所得金額等
から基礎控除33万円を
控除した額）×8.01％41,099円

+

※限度額：55万円（年間）

8.01％

1,839円

0.59％

保
険
健
康
課
　
☎
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３
２
４
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神
奈
川
県
立
吉
田
島
総
合
高
等
学
校
と
災
害
時
に

お
け
る
避
難
施
設
利
用
協
定
を
締
結
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町
で
は
３
月
26
日
（
月
）
に
、
神

奈
川
県
立
吉
田
島
総
合
高
等
学
校

と
の
間
で
、
災
害
時
に
お
け
る
避

難
施
設
の
施
設
利
用
に
関
す
る
協

定
を
締
結
し
ま
し
た
。

　
協
定
で
は
、
災
害
時
に
お
い
て

開
成
町
内
に
被
災
者
が
発
生
し
た

環
境
防
災
課

　☎
84‐

0
3
1
4

自治活動応援課　☎84－0315

問

問

場
合
、
学
校
内
の
施
設
を
避
難
所

と
し
て
使
用
で
き
る
こ
と
が
規
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
避
難
の
対
象
者
は
、
原
則
と
し

て
地
域
住
民
で
す
。
町
が
被
災
者

を
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め

た
場
合
に
、
学
校
に
使
用
の
要
請

を
し
ま
す
。
緊
急
時
は
、
学
校
の

判
断
で
避
難
所
と
し
て
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
建
物
等
の
安

全
確
認
及
び
避
難
所
の
管
理
は
、

町
が
行
い
ま
す
が
、
管
理
任
務
を

行
う
職
員
が
到
着
す
る
ま
で
は
、

学
校
が
行
い
ま
す
。

　
今
後
、
町
で
は
学
校
内
に
防
災

倉
庫
を
設
置
す
る
と
と
も
に
災
害

時
に
備
え
、
避
難
所
の
確
保
に
努

め
て
い
き
ま
す
。

　
先
日
、
足
柄
大
橋
を
歩
い
て
い

た
と
き
、
ふ
と
昨
年
の
東
日
本
大

震
災
の
お
り
テ
レ
ビ
に
映
し
出
さ

れ
た
津
波
の
映
像
が
頭
に
浮
か
ん

だ
。
当
た
り
前
の
様
に
感
じ
て
い

た
目
の
前
の
街
並
み
や
風
景
が
大

変
、
愛
お
し
く
感
じ
ら
れ
た
。

　
こ
の
町
で
生
活
し
て
き
た
人
、

そ
し
て
今
、
生
活
し
て
い
る
人
の

想
い
が
一
つ
一
つ
重
な
っ
て
今
の

町
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。
そ
の

想
い
を
発
信
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　
私
た
ち
が
暮
ら
し
て
い
る
開
成

町
。
普
段
な
に
げ
な
く
感
じ
て
い

る
も
の
の
中
か
ら
、い
ろ
ん
な
「
見

た
い
」、「
知
り
た
い
」
を
探
し
た
い
。

　
ち
ょ
っ
と
し
た
発
見
か
ら
開
成

町
が
も
っ
と
身
近
な
存
在
に
な
る

そ
ん
な
き
っ
か
け
を
作
る
こ
と
が

で
き
た
ら
う
れ
し
い
で
す
。

　「
は
じ
め
ま
し
て
。」と
言
っ
て
も
、

必
ず
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
い
る

と
こ
ろ
が
、
小
さ
な
町
の
魅
力
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
25
歳
で
初
め

て
町
を
離
れ
た
と
き
、「
や
っ
ぱ
り

開
成
町
っ
て
い
い
な
。
お
米
お
い

し
い
し
！
」
と
感
じ
ま
し
た
。
　

　
特
派
員
の
活
動
を
通
し
て
、
ま

た
新
た
な
開
成
町
の
魅
力
を
探
り

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

▲協定書を交換する府川町長（左）と山崎吉田島総合高等学校長

▲左から小野特派員、石崎特派員、石塚特派員　

まちづくり情報特派員が取材に伺います

　まちづくり情報特派員は、町のイベントや各種団体等を訪問して、写真撮影やインタビューなどの取材をし、
年に数回、取材記事や特集記事を広報かいせいに掲載しています。
　任期は平成25年3月31日までです。町内に在住で特派員として活動したい方は自治活動応援課までご連絡く
ださい。
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